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農林水産省大臣官房企画評価課長　　武本俊彦

　１月６日から，新しい農林水産省がスタートいた
しました。
この新しい農林水産省は，新しい「食料・農業・農村
基本法」の基本理念の実現を効率よく行うことこと
ができるよう，総合食料局，生産局，経営局，農村振
興局等への内部部局の再編が行われ，食料自給率の
向上をはじめとした政策課題に取り組んでいくこと
となります。
　21世紀において，国民に新鮮で安全な食料を安定
的に供給していくよう，創意工夫を生かして需要に
即した生産・供給を行うとともに農山漁村の健全な
発展を図っていくという農林水産省の重大な責務を
果たしていくためには，関係者の皆様が農林水産業
の現場を大切にする考えを徹底し，政策評価や情報
開示を活用しながら，国民の理解の下に関連政策の
企画立案に当たっていくことが肝要であると考えて
おります。
　このような考え方から，農林水産省では，食料・農
業・農村基本計画に基づいた施策が本格的にスター
トする平成12年度から他の府省に先駆けて政策評価
を実施することにしました。

　この政策評価については，
（１）個々の政策分野ごとに農林水産業，農山漁又は
　　国民経済にどのような効果（アウトカム）が得ら
　　れるかとの観点からの定量的な目標を設定し，
　　定期的にその目標に対する実績を測定する実績
　　評価，
（２）公共事業やプロジェクト研究等についての成果
　　等を事前，期中，事後に測定する事業評価，
（３）年金や動物検疫等についてその制度全般につい
　　て幅広い観点から評価する総合評価
などの手法により，個々の事業や施策の客観的な評
価を行うものです。そして，政策目標の達成度合いに
応じた客観的基準に基づき，その政策の抜本見直し
等を行い，予算編成等へ反映させることとしており
ます。
　今後，何らの例外なく，新しい農林水産省の行政の
すべてが，この政策評価の対象となり，その有効性等
について評価が行われることとなります。この政策
評価を新たな行政システム・手法として確立させる
よう，省を挙げて取り組むこととしております。
関係者の皆様におかれましても，このような新しい
農林水産省の立ち上げとこの重要課題への取組に対
して各般の御指導，御協力等いただければ幸いです。

　国土交通省は，このほど実施する政策評価の方式，
導入のスケジュールを明らかにしました。13年度に
おいては，既に実施している公共事業の新規採択時
評価や再評価に加え，事後評価を早期導入するとし，
また新規要求事項については,事前評価，業績測定に
ついては目標設定，プログラム評価については試行
的に実施するとしています。
 http://www.motnet.go.jp/koho00/hyoka7_.html

　農林水産省では，「21世紀における農林水産分野
の IT戦略」（中間とりまとめ）をホームページに公
表し，国民からの意見を募集しています。IT戦略の
基本的考え方を述べた上で，企業的経営の支援等を
図るためのデジタル・コンテンツ，アプリケーショ
ンの充実，情報リテラシー（情報技術の利活用能力）
の向上などを内容としています。
 http://www.maff.go.jp/www/public/001227seisaku-1.html

　　新しい農林水産省における
　　　　　政策評価の取組について



　去る1月12日に，当センター主催の｢政策評価に関
するフォーラム｣が，160名を超える参加者を迎えて
開催されました。昨年は，政策評価というものの基礎
を知っていただくことを主目的とした講演会でした
が，今回は一歩進んで，農林水産行政の政策評価につ
いて，農水省官房長の基調講演と各分野での専門家
によるパネルディスカッションの形で，さらに議論
を深めることとしました。
　
　田原官房長の基調講演は，あいにく国会の都合で
十分な時間は取れませんでしたが，前総務審議官と
して省の政策評価立案の責任者であった経験から，
ポイントをついた解説をして頂きました。農水省の
政策評価は，昨年９月４日に定めた｢政策評価実施要
領｣に基づき，農･林･水の合計で79分野の政策目標に
ついて，定量的に達成度を評価するもので，他省に先
がけて既に作業をスタートさせています。なお，動物
検疫，年金など，評価手法等が確立していない分野に
ついては，今後取り組みを検討していくことにして
います（上記の実施要領，「政策目標数値算出の考え
方」等については，農水省ホームページ h t t p : / /
www.maff.go.jp の｢基本政策･制度」の｢大臣官房｣―
「農林水産行政に係る政策評価の実施について」をご
覧下さい。）
　講演の中では，先ず作業を進めつつ内容の質の向
上に努めること，評価結果を予算，人員等の資源配分
に反映すること，省内だけでなく第三者による評価
会を設けること，５月には結果を公表することなど，
行政の透明性の確保とアカウンタビリティ（納得さ
れるように説明できること）の向上のために政策評
価を活用することへの意欲が示されました。

　後半のパネルディスカッションは，初めての試み
として，｢農林水産行政と政策評価｣をテーマに，NHK
の中村解説委員をコーディネーターとし，政治･行政
学の飯尾教授，食料･環境政策論の嘉田教授，静岡県
の岩崎行政改革室長，農水省で政策評価を担当する
武本企画評価課長という，各分野の方々をパネリス
トとして行われました。ここでは，そのさわりだけご
紹介します。
　まず，農水省が政策評価を積極的に実施する点に
関し，お二人の教授から， 官僚は過ちをおかさない”
と考えずに　どこまで出来たか”　を考える姿勢や，
透明性を重んずる考えについて，好意的な発言があ
りました。
　その内容，特に目標値の採り方や扱いについては，

成果（アウトカム）は，　相手があって”出てくるの
で，消費者や自治体に良くやってもらうことが大切，
との指摘がありました。この点については企画評価
課長から，内部でも議論があり，つらさはあるが，新
基本法制定の経緯等から，誰にも分かりやすいアウ
トカムの定量的指標で先ずやってみたいと考えた，
との説明がありました。
　３点目に，現場では農水省の政策だけではないの
で，各省間の連携が必要だと，嘉田教授や岩崎室長か
ら指摘がありました。これは今後の課題として意見
が一致したようでした。
　次に，コーディネーターから，評価する側の意識の
問題が提起され，岩崎室長が３年間で千名を超える
職員研修を実施した実例が披露されました。農水省
でも，意識を高めつつ，フレキシブルに進めようとい
う考えのようです。
　また，海外の事情について，飯尾教授から，米国は
実績評価，欧州では総合評価が主流だと紹介があり
ました。農水省でも，今回は実績評価ですが，積み残
しているテーマについては総合的な視点も考えてい
るようです。ただ，評価方法に関連して，評価結果は
総合的に検証してみる必要がある，との注文があり
ました。

　中村コーディネーターが最後にまとめられたよう
に，今回のフォーラムを通じて，農水省の政策評価へ
向けた積極姿勢が示されるとともに，ディスカッ
ションでは，政策評価を実際に進めるに当っての問
題点や留意点がかなり伺え，大変有意義なもので
あったと思われます。
　政策評価は，関心のあるすべての人がその結果に
注意を払い，国民に役立つ政策が立案･実行されると
いう良いサイクルを作ることにその意義があります。
当センターとしては，代表がフォーラムに際しご挨
拶したように，政策評価に関するシンクタンクとし
て，この政策のマネージメントサイクルの円滑な進
行に貢献してまいりたいと考えております。
　　　　　　　　　　　　　　　　（文責：編集部）

「政策評価フォーラム」の概要
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　米国の各州では，成果指向型の政策運営に取り組
んでおり，その形態としては，大別して，いわゆるベ
ンチマーク方式（比較的少数の指標について，同種の
他組織の成果と比較する方法）と，業績予算方式（予
算と連動した多くの指標の業績を測定し，その結果
を予算編成などに生かす方式）とがある。テキサス州
の方式は後者で，頭文字（Strategic Planning Perfor-
mance Budgeting System） からSPPBSと呼ばれている。
　前者ではオレゴン州が良く知られ，報告も多い。こ
れと比べ，後者についてはほとんどその実態が紹介
されていない。そこで，かなり徹底した運営がされて
いるといわれるテキサス州の政策評価の実態を調査
した。
　調査対象は，州農務省のほか，SPPBSの遂行責任
を負っているGOBP（知事部局の予算計画室）とLBB
（立法府予算局）である。

　（１）　SPPBS成立への経緯
　テキサス州では，議会のプログラムに着目した予
算法制と政府部内での業績測定の実施とが，すでに
1970年代にそれぞれ進められていた。91年に，予算
財源の不足から増税が必要となったが，予算法に，そ
の適否を判断する資料がないことに気がついた。そ
こで，上院議長（公選の副知事＝予算委員長）から｢予
算改革提案｣が，また，知事から戦略計画の法定化が
提案され，これによって，計画･予算･業績測定が結び
つくこととなった。

　（２）　行政府と立法府との関係
　米国では知事と議会の力関係は各州ごとに様々で
あり，この点に注意する必要がある。オレゴン州では
知事の権限が強いのに対し，テキサス州では議会の
力が強く，また，知事に対する各行政部局の独立性も
高いという。ただ，力関係とは別に，知事の考えは，
議会にも，各省にも尊重されている。
　行政府と立法府との実行上の緊密な関係は，GOBP
とLBBという事務局同士の関係にも反映されており，
各省の戦略計画の作成や予算の提案について，共同
でヒヤリングを行い指導しているという。今回の調
査でも，回答や準備資料について，よく連絡がとられ
ていた。

　（３）　「２年間予算」について
　テキサス州では，単年度予算ではなく｢2年間予算｣
の方式がとられている。その会計年度は，奇数年の９

月から次の奇数年の８月までであり，現在の予算
（FY2000-01）については，1999年9月１日に始まり，
2001年８月31日に終る。この利点は，検討する時間，
モニターする時間が十分に与えられることである。
単年度予算の連邦との関係では弾力的，実践的対応
が必要であるが，SPPBSの遂行のためには，計画，実
行，評価の流れに過度の負担をかけないというメ
リットがあるように思われる。なお，戦略計画は，５
年計画である。

　（４）　予算と業績の結びつけ
　SPPBSの最大の特徴は，予算法自体の中に，戦略
目標（ターゲット）が組み込まれていることである。
つまり，｢一般歳出法｣の中に，プロジェクトの予算額
と｢重要なターゲット｣の目標値が並列して規定され
ている。２年間予算であるため，ある年の業績のい
かんが直ちに次の年の予算変更につながるわけでは
ないが，当然，次回の予算には影響するであろう。
　「目標値」に関して，少し立ち入ってみたい。業績
を測定する指標は，「重要な指標（キーメジャーズ）」
と「その他の指標（ノンキーメジャーズ）」に分けら
れ，予算法に載せられるのはこのキーメジャーズで
ある。この数の簡素化が課題となっており，FY1996-
97には約3000あったが，現在の予算では，2151（う
ち農務省は20）に減少させている。
　指標について特徴的なことは，アウトカム，アウ
トプット，効率性，定性的の４種類に分けられ，徐々
にアウトカムへ移行する建前ではあるが，現状では
これに拘わらず，対等に扱われていることであった。
ちなみに，現行予算でのキーメジャーの内訳は,それ
ぞれ，902（うち農務省は５）,   828（同 15）,   300,
121となっている。　
　業績のモニターは，「重要なアウトカム」は毎年，
「重要なアウトプット及び効率性指標」は四半期ごと
に，各機関（省等）からLBBに報告され，最終的に
は議会のチェックを受ける。つまり，かなり厳しい
管理が行われているということが出来る。
　
　（５）　リウォード（報償）とペナルティ
　テキサス方式を実効あらしめているもう一つの特
徴は，報償とペナルティの制度で，FY1994-95予算か
ら予算法に規定された。これは，業績の良否により，
報償としては，予算の増額，報告の免除のほか，人
件費に余裕があれば担当者にボーナスの追加が行え
る。他方，ペナルティとしては，予算の削減，流用
の制限，監査の実施などがある。ボーナスの追加は
現に行われているが，さすがに，減額はないという。
しかし，このようなことが，法律に明定されている
ことは，テキサスのSPPBSの徹底振りを表している
といえよう。

テキサス州の｢戦略計画･業績予算システム」



　用語解説

　アメリカのある州のホームページを見ていて，不明な点を二人の方にE-

メールで問い合わせた。戦略計画の責任部局からの回答は事実関係につい

ての説明だけであったが，議会の事務局からは，機関ごとにバラツキがあ

ること，知事が再選禁止になっていることから長期的な計画はむずかしい

といったコメントを頂いた。

　米国人の真摯な対応にはいつも感激するが，誰に質問するかがやはり

キーポイントであると思った次第。
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ベンチマーク，　ベンチマーキング
　　Benchmark，Benchmarking

　ベンチマークは，政策評価，中でも業績測定を実施
する際に用いられる指標の一つであり，国民や住民が
政策の成果を評価できるよう，分かりやすい数値の形
で示したものである。アメリカでは，他の州や他の都
市との比較，あるいは当該州や当該都市の過去の実績
値との比較を行う形でベンチマークを定めている。ベ
ンチマーキングは，ベンチマークを用いて業績を測定
する作業や過程のことであるが，アメリカGAO（会計
検査院）は，GPRA(政府業績・成果法)についての手引書
の中で，「ある分野で最も良い成績を上げている公共
や民間の組織での達成段階と自分たちのそれとを比
べることである。」と述べている。
　ベンチマークといえば，アメリカ・オレゴン州が有
名で，アメリカ国内だけでなく，日本をはじめヨー
ロッパ諸国からも注目されている。オレゴン州のベン
チマークを例にベンチマークとはどのようなものか
を紹介しよう。
　オレゴン州でベンチマークの推進に当たっている
のはオレゴン・プログレスボード（州の機関）で，オレ
ゴン州の統一的な戦略計画である「オレゴンシャイン
ズ」を基に現在92のベンチマークを定めている。
具体的なベンチマークの例として，「オレゴン州内の
新規創業企業数の全米順位」と「1970年に農用地で
あった土地が農用地として保全されている割合」を見
てみよう。
　新規創業企業数のベンチマークについては，2010年
に全米の州の中で５～10位になることとし，また農用
地のベンチマークについては，2010年に97％を維持す
ることとしている。最新のレポートでは，農用地のベ
ンチマークに関しては，徐々に農用地が減少し1997年
には97％であったとしているものの,2000年の目標値
はクリアするとしている。しかし,このベンチマークに
ついては,1998年以降の数値は公表されておらず，また

オレゴン・プログレスボートでは，見直しが必要な9つ
のベンチマークの一つに上げている。
　ベンチマーキングは，ゼロックスなどの民間企業が
自社の経営内容を国内外の「最高の出来」best practice
と比較して自らの欠点を見つけ，経営改善したことで
有名になった。これが行政機関に取り入れられて，幾
分違った形で用いられているが，「最高の出来」と比較
していくという基本は踏襲されている。しかし現実の
問題として，「最高の出来」との比較だけで州の業績を
測定していこうとすると，州の立地条件，施策の成立
過程や背景が異なっているため無理が生じることか
ら,過去の実績との比較を行う方法も多く採用されて
いる。オレゴン州の農用地に関するベンチマークは，
後者の方法である。
　なお，わが国では，ベンチマークに日本語訳を付け
ている論文や紹介記事は余りみかけないが，日本語に
訳すとすれば，「比較指標」，「比較基準」が適当である
と思われる。
　アメリカ行政学会のアカウンタビリティ・パーフォマ
ンス・センターは，ベンチマーキングについて，次のよう
なステップがあるとしているので，それを紹介する。
・どのような機能がベンチマークの対象にできるか，
　またはしなければならないかを確認する。
・将来の達成度を過去の実績と比較するのか比較可
　能な他の行政機関と比較するのかを決める。
・データ収集方法を過去のやり方，または比較する
　行政機関のやり方に適合させる。
・予測可能な将来について，年間，またはその他の定
　期的な期間の達成目標値を策定する。
・運営面で必要な変更を行うことについてのコンセ
　ンサスを確立する。
・行動計画を実施する。
・結果をモニターし，報告する。
　ベンチマークと並べられる指標としてパーフォー
マンスメジャー，パーフォーマンス・インディケー
ター（ともに日本語訳としては「達成指標」が適当であ
ると思われる。）については，別の機会に紹介したい。
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